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民族共生象徴空間への来訪需要拡大等委
託業務

支出負担行為担当官
国土交通省北海道局長　髙橋　季承
東京都千代田区霞が関２－１－２

R4.3.18
（公財）アイヌ民族文化財団
北海道札幌市中央区北１条西７丁
目

1430005001164

会計法第２９条の３第４項
　予決令第１０２条の４第３号
　民族共生象徴空間構成施設の管理については、「アイヌの
人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進
に関する法律」(平成31年法律第16号。以下「法」という。)第9
条第1項において、「指定法人」に委託するものとされており、
この指定法人については、法第20条第1項の規定により、民
族共生象徴空間構成施設の管理、アイヌ文化の振興等に係
る業務等を適正かつ確実に行うことができると認められるも
のを、全国を通じて一に限り、指定することとされているところ
である。
　そして、国土交通大臣及び文部科学大臣は、指定法人とし
て令和元年5月24日に公益財団法人アイヌ民族文化財団（以
下「財団」という。）を指定したところであり、今般実施する「民
族共生象徴空間への来訪需要拡大等委託業務」は、法第9
条第1項の「管理」の一環として行われるものであり、具体的
には、ウポポイへの集客を通じて観光需要の拡大による地方
活性化を図るため、来場者の満足度を高めるため魅力的な
プログラム・コンテンツの充実やウポポイ来訪への潜在需要
の拡大に緊急的に取り組むものである。
　 したがって、本業務契約の相手方としては、指定法人であ
る財団しかなく、法の規定により、契約の相手方が一に定め
られているものとして、会計法（昭和22年法律第35号）第29条
の3第4項に基づき随意契約するものである。

1,020,597,000 1,020,597,000 100.0% - 公財 国認定 1者

※公益法人の区分において、「公財」は、「公益財団法人」、「公社」は「公益社団法人」、「特財」は、「特例財団法人」、「特社」は「特例社団法人」をいう。

（注）必要があるときは、各欄の配置を著しく変更することなく所要の変更を加えることその他所要の調整を加えることができる。

公共調達の適正化について（平成18年８月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（物品・役務等）
及び公益法人に対する支出の公表・点検の方針について（平成24年６月１日行政改革実行本部決定）に基づく情報の公開
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